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第３章  重要水防箇所 
 

第１節 重要水防箇所 
 重要水防箇所は、堤防の決壊、漏水、川の水があふれる等の危険が予想される区域であり、洪水等

に際して水防上特に注意を要する区域である。 

 郡山市内の国土交通省管理河川及び福島県管理河川における重要水防箇所は、重要水防箇所評定基

準（郡山市地域防災計画資料編P.22からP.23）により指定されており、その区域は別表一覧（郡山市

地域防災計画資料編P.24からP.30）のとおりである。 

 

 

 

 


